
佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金　提出物チェックリスト（共通） Ver1.0

１．申請条件の確認

受付 担当者 審査者

1 □ 住民票は、申請する住所になっているか □ □ □

2 □ 工事完了後（新築であれば引き渡し日以降）の申請か □ □ □

3 □
（窓の断熱改修、太陽光パネル設置の場合のみ）

既存住宅の改修、設置となっているか。
□ □ □

4 □
市税（市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保

険税）の滞納はないか
□ □ □

２．提出書類の準備

（１）申請者が用意するもの

受付 担当者 審査者

1 □
佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金申請書

兼実績報告書（様式第１号）
□ □ □

2 □ 補助対象設備の概要（様式第１号別紙１） □ □ □

3 □
佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請

求書（様式第３号）
□ □ □

4 □ 申請する各設備で必要な書類等 □ □ □

（２）リース契約で設備を導入した場合のみ

受付 担当者 審査者

1 □ 貸与料金の算定根拠明細書 □ □ □

2 □
佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金代理受

領予定届出書
□ □ □

3 □ 法人の登記事項証明書 □ □ □

受付日

受付者

市

記

入

欄

市記入欄
NO ☑ 書類名 備考

現在時効全部証明書、もしくは、履歴時効全部証明書のいずれ

かを提出してください。

（別記様式第３号別紙１）

市記入欄

市記入欄
NO ☑ 書類名 備考

　佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金をご申請される場合、チェックリスト（共通）とチェックリスト（各製品別）を

必ずご確認ください。

　申請書類提出時、本チェックリストを利用いたします。必ず申請書類一式と一緒にご提出ください。

　書類の不足、注意事項に該当していた場合、申請受理できない可能性があります。

　記入方法に不明点がある際は、【記入例】を確認いただくか、担当部署まで連絡ください。

（様式第１号別紙２）

転入前に工事することは問題ないですが、補助金申請時に、申

請した住所に住民票が移動されている必要があります。

工事後、引渡し後に申請が可能になります。

その他の補助メニューは新築でも補助対象です。

申請者の市税の納税状況を確認します。

不明な場合は、債権管理課にお問い合わせください。

NO ☑ 留意事項 備考

自署の場合のみ、押印は省略可能です。

ちば電子申請サービスをご利用になった方は、ちば電子申請サー

ビスで「受理」となりましたら、郵送が必要となります。

申請設備以外の箇所も印刷が必要となります。

①自署の場合のみ、押印は省略可能です。

②申請者以外の口座に振り込む場合、委任状が必要となりま

す。

③事業者の代理受領は認めていません。

必要書類は申請する各設備のチェックリストを確認ください。
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佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金　提出物チェックリスト（共通） Ver1.0

３．記入に関する注意事項

（１）申請書類共通

受付 担当者 審査者

1 □ フリクションペン等（擦ったら消えるペン）を利用していない。 □ □ □

2 □ 修正テープや、修正液を利用していない。 □ □ □

3 □ 申請者氏名、住所等はすべて記入してある。 □ □ □

4 □

以下の書類の氏名、住所等はすべて一致している。

①交付申請書兼実績報告書の申請者氏名、住所

②請求書の請求者氏名、住所

③領収書の宛名氏名、住所

④見積書や注文書（請書）の契約者氏名、住所

⑤その他の契約書類等

□ □ □

（２）佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金申請書兼実績報告書（様式第１号）

受付 担当者 審査者

1 □ 申請者情報が記入してある。 □ □ □

2 □ 申請する設備に☑がしてある。 □ □ □

3 □ 申請者の住所と、設備を導入した住所が同一である。 □ □ □

4 □ 交付申請額は適正である。 □ □ □

5 □ 建物の種類に☑はしてある。 □ □ □

7 □
工事完了日（新築の場合は引き渡し日）が記載してあ

る。
□ □ □

8 □ 住宅等の所有者の氏名は申請者と同一か。 □ □ □

9 □ 申請者同意欄に☑は入っている。 □ □ □

10 □ 申請者同意欄に申請者生年月日が記入されている。 □ □ □

（３）佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書（様式第３号）

受付 担当者 審査者

1 □ 請求者情報が記入してある。 □ □ □

2 □ 日付、交付決定年月日等は空欄にしてある。 □ □ □

3 □ 請求額は空欄になっている。 □ □ □

4 □ 振込先情報が記入されている。 □ □ □

NO ☑ 確認事項 備考
市記入欄

市記入欄
NO ☑ 確認事項 備考

市記入欄
NO ☑ 確認事項 備考

記入を誤ってしまった際は、二重線で消したうえで、余白に正しい

情報を記入してください。

　⑤は、各製品ごとに必要書類が異なりますので、それぞれの製

品別チェックリスト確認してください。

申請時に住民票を佐倉市に有している必要があります。

ゆうちょ銀行は、支店名が漢数字（例：〇五八支店）のため、

注意

補助金の額については、「佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進

事業補助金交付要綱」の「別表第６（第５条関係）」を確認く

ださい。

以下は新築対象外であることに留意してください。

①住宅用太陽光発電設備

②窓の断熱改修

共同所有者がいる場合、その方の名前を記入してください。

「９」に同意しない場合は不要

住民登録、佐倉市税の納付状況の公募等の確認に同意しない

場合、個人で住民票と市税納税証明書を取得いただきます。

2 / 4 ページ



佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金　提出物チェックリスト（EV、PHV車） Ver1.0

受付日

受付者

１．条件の確認

受付 担当者 審査者

1 □
住宅用太陽光発電設備（太陽光パネル）は設置されている

か
□ □ □

２．提出書類の準備

受付 担当者 審査者

1 □ 他補助金の交付決定通知書の写し □ □ □

2 □ 補助対象設備に係る契約書、注文書等の写し □ □ □

□ 領収書の写し □ □ □

□ 領収書が発行されない場合は、販売店発行の支払証明書 □ □ □

□
所有権留保付きローン（残価設定型の契約を含む）の場合

は、具体的な支払いスケジュール等が明記された契約書類の

写し

□ □ □

4 □

補助対象経費の内訳がわかる書類の写し

（見積書の工事内容記載箇所の写し等）

　※消費税額を除いた額から、他補助金や事業者による値

引き後の金額であること

□ □ □

5 □ 導入製品のカタログ、または仕様書等の写し □ □ □

6 □ 住宅全体の写真 □ □ □

7 □ 自動車保管場所で、車のナンバーがわかる車両の写真 □ □ □

NO ☑ 提出書類 備考
市記入欄

市記入欄
NO ☑ 提出書類 備考

申請する場合、必ず「共通」のチェックリストも確認してください。 市記入欄

国やその他の団体等から補助を受けている場合のみ

3

補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類。

以下のいずれか。

対象設備の支払いであることが明記されていること。

①補助対象設備等の概要（様式第１号別紙1）に記載され

た補助対象経費の金額と一致している。

②パッケージを構成し補助対象となるすべての機器が含まれてい

ることおよび補助対象外経費を含まないことが確認できる。

③一式にまとめられておらず、工事費、諸経費等は按分されてい

る。

補助対象設備の技術仕様が確認できる書類であること。

玄関から見た際の写真で可。
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佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金　提出物チェックリスト（EV、PHV車） Ver1.0

受付 担当者 審査者

□
売電明細の写し（申請者の住所氏名等が記載されているも

の）
□ □ □

□ 接続契約のご案内の写し □ □ □

□ 特定契約のご案内の写し □ □ □

□
電力受給契約変更申込書（電力会社記入欄に記載のある

ものに限る）の写し
□ □ □

□
保証書の写し（保証日、販売店名、購入者名等が記入され

ているもの）
□ □ □

□
住宅の全景と、その住宅に太陽光パネルが設置されていること

が確認できる写真
□ □ □

□ 充電設備の保証書の写し □ □ □

□ 充電設備の設置状況、及び、設置機器が確認できる写真 □ □ □

10 □
自動車検査証の写し（電子化されている場合は、「自動車

検査証及び自動車検査証記録事項」の写し

※右記＜注意事項＞を必ず確認願います。

□ □ □

□ V2H充放電設備の保証書の写し □ □ □

□ 設備の設置状況、及び、設置機器が確認できる写真 □ □ □

NO ☑ 提出書類 備考
市記入欄

保証日、販売店、申請者の住所氏名等が記載されているもの

11

（対象者のみ）

V2H充放電設備を併設する場合の補助を受ける場合、V2H充放

電設備の設備の設置状況が確認できる書類。

以下のいずれか。

＜注意事項＞

①登録年月日（交付年月日）の初年度登録が令和８年４

月１日以降

②初年度登録年月が登録年月日（交付年月日）と同年、同

月である

③【使用の本拠の位置】の記載住所が佐倉市である

④【燃料の種別】が「電気」、「電気・ガソリン」または「電気・軽

油」と記載されている

⑤【用途】が「乗用」であること

⑥【自家用・事業用】の別が「自家用」であること

8

住宅用太陽光発電設備が設置されていることを証明する書類。

以下のいずれか。

住宅用太陽光発電設備が発電した電気を、電気自動車等に充電

できることを証明する書類。

以下のいずれか。

9 保証日、販売店、申請者の住所氏名等が記載されているもの
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